
○那須塩原市建設工事総合評価落札方式試行について 

 
 １．趣旨 
 
公共工事が減少する中、ダンピングや低入札による公共工事の品質確保が懸念されてい

る。加えて、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が平成１７年４月１日に施行され、

この趣旨を踏まえ価格と品質で総合的に優れた調達が求められている。 
 
このため、総合評価方式を新たに試行導入することとし、公共工事の品質の確保、談合

等の防止に資する。 
 
 ２．対象工事 
 
（１）公共工事の品質を確保するため、入札者の施工能力、施工計画と入札価格を一体と

して評価することが妥当と認められる工事 
 
（２）その他必要と認める工事 



○那須塩原市建設工事総合評価落札方式試行要領 
平成19年10月2日 

告示第190号 

 
(趣旨) 

第1条 この告示は、市が発注する建設工事に係る総合評価落札方式(地方自治法施行令(昭
和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2第1項及び第2項(第167条の13
において準用する場合を含む。)に規定する価格その他の条件が市にとって最も有利なも

のをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。以下同じ。)の試行に関し、必要

な事項を定めるものとする。 
 

(対象工事) 
第2条 総合評価落札方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げ

る工事とする。 
(1) 公共工事の品質を確保するため、入札者の施工能力及び施工計画(以下「施工能力等」

という。)と入札価格とを一体として評価することが妥当と認められる工事 
(2) その他総合評価落札方式によることが適当であると市長が認める工事 

 
(落札者決定基準) 

第3条 令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準として、総合評価点を定める。 
2 総合評価点は、価格点と価格以外の評価点の合計点とする。ただし、施工計画の評価

点数が4点以下の者の総合評価点は、零点とする。 
3 価格点は、次の式により算定した点数(その点数に小数点以下第4位未満の端数があると

きは、これを四捨五入する。)とする。 
価格点＝80点×(最低価格／入札価格) 

4 前項の式において「入札価格」とは、自らの入札金額(消費税及び地方消費税相当額を

含まない額とする。以下同じ。)をいい、「最低価格」とは、各入札者の入札金額のうち

最低の金額をいう。 
5 価格以外の評価点は、次の表の評価項目ごとの配点の合計点とする。 

評価項目 評価対象 評価基準 配点 

80.0点以上 5点 

77.5点以上80.0点未満 4点 

75.0点以上77.5点未満 3点 

72.5点以上75.0点未満 2点 

70.0点以上72.5点未満 1点 

工事成績(企業の施工能力) 公告日又は指名通知日の

属する年度及び前2年度に

おいて完成検査を完了し

た市発注の工事成績評定

点(特定建設工事共同企業

体の構成員としての評定 70点未満又は対象となる 0点 



点を含み、発注しようとす

る工事と同工種の評定点

に限る。)の平均値(小数点

以下第2位四捨五入) 

評定点がない場合 

2件以上 2点 

1件 1点 

同種工事の施工実績(企業

の施工能力) 
同種又は類似の工事とし

て別に定める工事を元請

として施工した実績(特定

建設工事共同企業体の構

成員としての実績を含む。

以下「同種施工実績」とい

う。)の件数 

0件 0点 

2件以上 2点 

1件 1点 

配置予定技術者の同種工

事の施工実績(配置予定技

術者の能力) 

同種施工実績のうち、配置

予定技術者が主任技術者、

監理技術者又は現場代理

人として施工した実績の

件数(配置予定技術者が複

数である場合にあっては、

最も件数の少ない者に係

る件数とする。) 

0件 0点 

配置予定技術者(配置予定

技術者が複数である場合

にあっては、すべての配置

予定技術者)が資格を保有

1点 配置予定技術者の保有資

格(配置予定技術者の能力) 
配置予定技術者に係る別

に定める資格の保有状況 

上記以外 0点 

登録あり 1点 防災協定等(地域貢献) 市との間で締結した防災

協定等の協力者名簿への

登録の状況 
登録なし 0点 

23点以上 5点 

19点以上22点以下 4点 

14点以上18点以下 3点 

10点以上13点以下 2点 

施工計画の内容(施工計画) 施工計画の評価点数 

5点以上9点以下 1点 

2回以上 2点 

1回 1点 

優良建設業者表彰の受賞

(その他) 
公告日又は指名通知日の

属する年度及び前3年度に

おける那須塩原市建設業

者表彰要綱(平成17年那須

0回 0点 



塩原市告示第96号)の規定

による優良建設業者表彰

の受賞(特定建設工事共同

企業体の構成員としての

受賞を含む。)の回数 

ISO9001及びISO14001の

取得あり 
1.0点 

ISO9001又はISO14001の

いずれかの取得あり 
0.5点 

ISOの認証取得(その他) 公益財団法人日本適合性

認定協会又は同協会と相

互認証している認定機関

に認定されている審査登

録機関が建設工事を対象

業 務 と し て 認 証 し た

ISO9001又はISO14001の

認証取得の状況 

取得なし 0点 

加入あり 1点 建設業労働災害防止協会

への加入(その他) 
建設業労働災害防止協会

への加入の状況 加入なし 0点 

 
6 施工計画の評価点数は、工事発注担当課の総括監督員及び主任監督員並びに契約主管

課の検査員が次の表の評価項目ごとに評価した点数の合計点とする。 
評価項目 評価対象 評価基準 配点 

的確で優れる 3点 

的確である 2点 

的確性に乏しい 1点 

現場環境の把握 地形、地質、気象条件、交

通状況、周辺施設等の現場

状況の把握内容 

的確でない 0点 

的確で優れる 3点 

的確である 2点 

的確性に乏しい 1点 

施工上の留意点 現場環境条件及び工事内

容を踏まえた施工上の留

意事項の内容 

的確でない 0点 

的確で優れる 3点 

的確である 2点 

的確性に乏しい 1点 

現場における創意工夫 留意事項を踏まえた創意

工夫の内容 

的確でない 0点 

 
(平21告示122・全改、平22告示156・一部改正) 
 

(総合評価落札方式による実施の適否及び落札者決定基準の事前協議) 
第4条 工事発注担当課の長は、総合評価落札方式により入札を実施しようとするときは、



実施の適否及び落札者決定基準について、あらかじめ入札担当課の長に総合評価落札方

式による工事の発注について(協議)(様式第1号)により協議しなければならない。 
 

(学識経験者の意見聴取) 
第5条 市長は、令第167条の10の2第4項及び第5項の規定により学識経験を有する者(以下

「学識経験者」という。)の意見を聴くときは、落札者決定基準を定めることについて(様
式第2号)により行うものとする。 

2 市長は、令第167条の10の2第5項の規定により当該落札者決定基準に基づいて落札者を

決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴くときは、総合評価落札方式によ

る落札者の決定について(様式第3号)により行うものとする。 
(平20告示162・全改) 
 

(落札者決定基準の決定) 
第6条 市長は、落札者決定基準について、令第167条の10の2第4項の規定による意見聴取

の結果を踏まえ、条件付一般競争入札にあっては建設工事入札参加者資格審査会(那須塩

原市建設工事参加者資格審査会規程(平成17年那須塩原市訓令第45号)第1条に規定する

那須塩原市建設工事入札参加者資格審査会をいう。)、指名競争入札にあっては指名業者

選考会議(那須塩原市建設工事等指名業者選考会議規則(平成17年那須塩原市規則第134
号)第1条に規定する指名業者選考会議をいう。)(以下これらを「審査会等」という。)の
審査に付して決定するものとする。 

(平20告示162・一部改正) 
 

(入札参加者への周知) 
第7条 市長は、次に掲げる事項を入札公告又は指名通知書により、公告し、又は通知す

るものとする。 
(1) 総合評価落札方式を採用していること。 
(2) 評価項目算定資料を提出すべきこと。 
(3) 価格以外の評価点の評価項目及びその配点に関すること。 
(4) 落札者決定基準及び落札者決定方法 
(5) 総合評価に関する審査結果が公表されること。 
(6) 価格以外の評価について疑義照会ができること。 

 
(入札方法及び評価項目算定資料の提出) 

第8条 対象工事の入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、価格以外

の評価をするための次に掲げる資料(以下「評価項目算定資料」という。)を入札公告又

は指名通知書に定める期日までに市長に提出しなければならない。 



(1) 評価項目算定資料の提出について(様式第4号) 
(2) 評価点算定資料一覧表(様式第5号) 
(3) 施工実績評価資料(様式第6号) 
(4) 配置予定技術者評価資料(様式第7号) 
(5) 施工計画書(様式第8号) 

2 前項に規定する評価項目算定資料を提出しない者は、入札することができない。 
 

(価格以外の評価点の決定) 
第9条 価格以外の評価点は、入札参加者が提出した評価項目算定資料に基づき審査会等

が審査し、決定するものとする。 
2 審査会等の長は、審査の結果を市長に報告するものとする。 

 
(価格以外の評価結果の公表及び疑義照会) 

第10条 前条の規定により価格以外の評価点を決定したときは、総合評価落札方式に関す

る評価調書(様式第9号)を作成し、市のホームページに掲載して公表するものとする。 
2 入札参加者は、前項の規定により公表された日の翌日から起算して2日以内に、自らの

価格以外の評価点について価格以外の評価に係る疑義について(照会)(様式第10号)によ

り、市長に対し疑義の照会をすることができる。 
3 市長は、前項の規定による照会があった場合は、審査会等の審査に付し、価格以外の

評価に係る疑義について(回答)(様式第11号)により回答するものとする。 
4 第1項の規定は、前項の規定による審査の結果、価格以外の評価点を修正した場合に準

用する。 
 

(開札及び総合評価点の算出) 
第11条 開札は、価格以外の評価点が決定した後に行うものとする。 
2 総合評価点の算出は、入札書が無効でない者のうち、入札書記載金額が予定価格の制

限の範囲内の者について行う。 

 
(落札候補者の決定方法) 

第12条 落札候補者は、総合評価点の最も高い者とする。ただし、総合評価点の最も高い

者の数が2以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札候補者を決定するものとする。 
2 前項ただし書の場合において、当該者のうちくじを引かない者があるときは、これに

代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。 
3 第1項の規定にかかわらず、総合評価点の最も高い者の入札価格によっては契約内容に

適合した履行がなされないおそれあると認められるとき、又は当該者と契約を締結する

ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めら



れるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち総合評価点

が最も高い者を落札候補者とする。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用す

る。 

 
(落札者の決定) 

第13条 市長は、落札候補者を決定したときは、審査会等の審査に付して落札者を決定す

るものとする。この場合において、令第167条の10の2第5項の規定による意見聴取をし

たときは、この結果を踏まえて決定するものとする。 
2 前項の規定により落札者を決定したときは、市のホームページに掲載して公表するも

のとする。 
(平20告示162・一部改正) 
 

(虚偽記載等の措置) 
第14条 市長は、提出した資料等に虚偽の記載をし、又は明らかに悪質と認められる行為

をした入札者に対し、入札の参加制限、契約の不締結又は契約の解除を行うものとする。 
2 前項の規定は、当該入札者に対し指名停止等の措置を別に講ずることを妨げるもので

はない。 

 
(その他) 

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 
 

附 則 
この告示は、平成19年10月2日から施行する。 

 
附 則(平成20年7月23日告示第162号) 

この告示は、平成20年7月23日から施行する。 
 

附 則(平成21年6月30日告示第122号) 
この告示は、平成21年7月1日から施行する。 

 
附 則(平成22年11月12日告示第156号) 

この告示は、平成22年11月12日から施行する。 
 


